
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前端部に茎稈引起しケース (７ )を取付け支持する複数本の分草パイプ (１２Ａ）、（１
２Ｂ）、（１２Ｃ )を、横向きのフレーム基体 (１１ )に所定の間隔で並列に固設するとと
もに、前記分草パイプ (１２Ａ）、（１２Ｂ）、（１２Ｂ）、（１２Ｃ )の間に中間分草パ
イプ (１３）、（１３ )を配設し、前記中間分草パイプ (１３）、（１３ )をフレーム基体 (
１１ )に対して着脱自在に取付けてある複数条刈りコンバインの刈取フレームにおいて、

ことを特長とする複数条刈りコンバイ
ンの刈取フレーム構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、複数条刈りコンバインの刈取フレーム構造に関するものである。
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刈取駆動ケース（１０）の両側部に前記フレーム基体（１１）を締結部材を介して着脱自
在に設け、さらに前記フレーム基体（１１）に前記中間分草パイプ (１３）、（１３ )を着
脱自在に取付ける左右一対の取付板 (１９）、（１９ )を前記中間分草パイプ (１３ )後端側
に設けるとともに、該取付板 (１９）、（１９ )の外側に規制体 (２ 1）、（２１ )を固設し
、さらに規制体（２１）、（２１）の下面（２１ａ）、（２１ａ）と当接する上端面（１
８ａ）、（１８ａ）を有する上向きに開口する断面コ字状に形成した支持座（１８）をフ
レーム基体（１１）に設け、該支持座（１８）と前記取付板 (１９）、（１９ )を、機体左
右方向から締結具 (２０ )を差込み止着する構成した



【０００２】
【従来の技術】
　一般的に、複数条刈りコンバインの刈取フレームは、茎稈引起しケースを支承する複数
本の分草パイプと、それ等の分草パイプの間に配置する中間分草パイプを、コンバインの
機台に装備するフレーム基体から前方に延設する中間分草パイプ

【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　従来の刈取フレームは、中間分草パイプは、茎稈引起しケースを支承せず、単にフレー
ム基体から前方に延出されるだけであるので外力により変形等を生じその補修時に、

補修作業が容易ではないという問題があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、請求項１に記載したように、前端部に茎稈引起しケース (７ )を取付け支持する
複数本の分草パイプ (１２Ａ）、（１２Ｂ）、（１２Ｃ )を、横向きのフレーム基体 (１１ )
に所定の間隔で並列に固設するとともに、前記分草パイプ (１２Ａ）、（１２Ｂ）、（１
２Ｂ）、（１２Ｃ )の間に中間分草パイプ (１３）、（１３ )を配設し、前記中間分草パイ
プ (１３）、（１３ )をフレーム基体 (１１ )に対して着脱自在に取付けてある複数条刈りコ
ンバインの刈取フレームにおいて、

【０００５】
【発明の効果】
　本発明によれば、次のような効果を得られる。
即ち、請求項１に記載したように、前端部に茎稈引起しケース (７ )を取付け支持する複数
本の分草パイプ (１２Ａ）、（１２Ｂ）、（１２Ｃ )を、横向きのフレーム基体 (１１ )に所
定の間隔で並列に固設するとともに、前記分草パイプ (１２Ａ）、（１２Ｂ）、（１２Ｂ
）、（１２Ｃ )の間に中間分草パイプ (１３）、（１３ )を配設し、前記中間分草パイプ (１
３）、（１３ )をフレーム基体 (１１ )に対して着脱自在に取付けてある複数条刈りコンバ
インの刈取フレームにおいて、

こと
により、取付状態において取付板に固設された規制体の下面が支持座の側壁上端面に当接
して中間分草パイプの上下方向移動を阻止し、中間分草パイプを確実に取付ける構造簡潔
で着脱が容易になる。
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の取付を、実開昭５０ー
５６５３８に示すように、分草支持杆の取付部を二股に上下に分割し、その分割部の前端
部に刈刃を設け、その後方に刈取ケースを上下に挟んで分草支持杆を上下方向から固定す
る技術が開示されてしる。

中間
分草パイプの上部には下部搬送装置の搬送経路が設けられていて作業空間が無く、さらに
作業姿勢が悪く作業が困難で

刈取駆動ケース（１０）の両側部に前記フレーム基体
（１１）を締結部材を介して着脱自在に設け、さらに前記フレーム基体（１１）に前記中
間分草パイプ (１３）、（１３ )を着脱自在に取付ける左右一対の取付板 (１９）、（１９ )
を前記中間分草パイプ (１３ )後端側に設けるとともに、該取付板 (１９）、（１９ )の外側
に規制体 (２ 1）、（２１ )を固設し、さらに該規制体（２１）、（２１）の下面（２１ａ
）、（２１ａ）と当接する上端面（１８ａ）、（１８ａ）を有する上向きに開口する断面
コ字状に形成した支持座（１８）をフレーム基体（１１）に設け、該支持座（１８）と前
記取付板（１９）、（１９）を、機体左右方向から締結具 (２０ )を差込み止着する構成し
たものである。

刈取駆動ケース（１０）の両側部に前記フレーム基体（１
１）を締結部材を介して着脱自在に設け、さらに前記フレーム基体（１１）に前記中間分
草パイプ (１３）、（１３ )を着脱自在に取付ける左右一対の取付板 (１９）、（１９ )を前
記中間分草パイプ (１３ )後端側に設けるとともに、該取付板 (１９）、（１９ )の外側に規
制体 (２ 1）、（２１ )を固設し、さらに該規制体（２１）、（２１）の下面（２１ａ）、
（２１ａ）と当接する上端面（１８ａ）、（１８ａ）を有する上向きに開口する断面コ字
状に形成した支持座（１８）をフレーム基体（１１）に設け、該支持座（１８）と前記取
付板 (１９）、（１９ )を、機体左右方向から締結具 (２０ )を差込み止着する構成した

また、中間分草パイプを補修する際に、締結部材を緩める作業あるいは、中間分草パイ



【０００６】
【作用】
　条植えの茎稈を刈取収穫する場合には、茎稈引起しケースを支持する分草パイプの間に
中間分草パイプを取付けて進行することによって、 う分草パイプと中間分草パイプ
との間に形成さたる茎稈導入路にそれぞれ条列の植立茎稈が導入されて後方に移行される
。また、バラ播きの植立茎稈を刈取収穫する場合には、中間分草パイプを取り外して作業
することにより、バラ播き茎稈を踏み倒すようなことなく良好に移行させることができる
。
【０００７】
【実施例】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明するが、図１は本発明が実施された
コンバインの斜視図、図２は本発明に係る刈取フレームの斜視図、図３は図２のＡ部の組
付状態における拡大側面図、図４は図３のＢーＢ線で切断し矢印方向にみた断面図である
。
【０００８】
　図１において、コンバイン (Ｃ )は、左右一対のクローラ走行装置 (１）、（１ )を備えた
機台 (２ )上に脱穀部 (３ )、グレンタンク (４ )、エンジン (５ )、運転部 (６ )などの必要諸装
置を所定のように配設し、機台 (２ )上の脱穀部 (３ )に向けて刈取茎稈を送給する多条刈り
の刈取搬送部を、機台 (２ )の前面部位に昇降調節自在に装着して構成されている。
【０００９】
　そして、刈取搬送部は、機台 (２ )に対して昇降自在に装着される刈取フレームに茎稈引
起しケース (７ )、刈刃装置 (８ )、茎稈掻込み搬送装置 (９ )などを配設して構成されており
、その刈取搬送部の刈取フレームは、図２～図４に示す構造で設けられている。
【００１０】
　図２において、刈取フレームは、刈取駆動ケース (１０ )の前方に平行に連設する横向き
のフレーム基体 (１１ )と、そのフレーム基体 (１１ )に所定の間隔で並列に固設する前後向
きの分草パイプ (１２Ａ）、（１２Ｂ）、（１２Ｃ )と、それ等の分草パイプ (１２Ａ）、
（１２Ｂ )、および (１２Ｂ）、（１２Ｃ )の間に各々着脱自在に配設する中間分草パイプ (
１３）、（１３ )とで構成されている。ことにより、バラ播きの植立茎稈を刈取収穫する
場合には中間分草パイプを取り外すことによって、バラ播き茎稈を踏み倒すことなく良好
に導入移行させることができ、また、中間分草パイプが変形するなどの事態が生じても容
易に付替補修することができてメンテナンスが簡単である。
【００１１】
　そして、分草パイプ (１２Ａ）、（１２Ｂ）、（１２Ｃ )の前端に固定分草板 (１４ )が取
付けられるとともに、各々の固定分草板 (１４ )の後方部位に支持スタンド (１５ )が立設さ
れて各々の支持スタンド (１５ )に前記茎稈引起ケース (７ )の前方下端部が取付け支持され
ており、分草パイプの前後方向の中間部に刈刃取付座 (１６ )が設けられている。なお、中
間分草パイプ (１３）、（１３ )の前端には前記固定分草板 (１４ )よりも小型の中間分草板
(１７ )が取付けられている。
【００１２】
　分草パイプ (１２Ａ）、（１２Ｂ）、（１２Ｂ）、（１２Ｃ )の間に配設される中間分草
パイプ (１３）、（１３ )は、図３及び図４のような構造でもってフレーム基体 (１１ )に着
脱自在に取付けられている。つまり、上向きに開口する断面コ状の支持座 (１８ )を前記フ
レーム基体 (１１ )の前側に固着して前方に延設する一方で、その支持座 (１８ )に差し込み
係合する左右一対の取付板 (１９）、（１９ )からなる取付部を中間分草パイプ (１３ )の後
端部に固設し、取付板 (１９）、（１９ )を前記支持座 (１８ )に差し込み合致させて両者を
締結具 (２０ )で 締め付けて固定止着するように構成されている。
【００１３】
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プの交換作業、締付ける作業等の作業を機体横方向から作業ができるので下部搬送装置の
搬送経路とは離れるので作業空間ができて作業性が良く、作業が容易にできる。

隣り合

機体の側方から



　なお、左右一対の取付板 (１９）、（１９ )の外側所定部位に規制体 (２ 1）、（２１ )が
それぞれ固設されていて、取付板 (１９）、（１９ )が前記支持座 (１８ )に所定のように内
挿合致されると、規制体 (２１）、（２１ )の下面 (２１ａ）、（２１ａ )が支持座 (１８ )の
左右壁の上端面 (１８ａ）、（１８ａ )に当接して中間分草パイプ (１３ )の上下移動を阻止
するようになっている。
【００１４】
　また、図５は本発明の変形例を示しており、この実施例においては、フレーム基体 (１
１ )側の支持座 (１８ )の上面に凹状受板 (２２ )を設ける一方で、中間分草パイプ (１３ )側
に縦向きに貫通する締結具挿通筒 (２３ )を設け、中間分草パイプ (１３ )を凹状受板 (２２ )
に支受させ、前記締結具挿通筒 (２３ )に上方から貫挿するボルト (２４ )を凹状受板 (２２ )
の下面に固定されているナット (２５ )に螺合させて締付け固定することによって中間分草
パイプ (１３ )をフレーム基体 (１１ )に取付けるように構成している場合は、中間分草パイ
プを確実に取付けることができ、構造簡潔で着脱が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　　　本発明が実施されたコンバインの斜視図である。
【図２】　　　　本発明に係る刈取フレームの斜視図である。
【図３】　　　　図２のＡ部の組立状態における拡大側面図である。
【図４】　　　　図３のＢーＢ線で切断し矢印方向にみた断面図である。
【図５】　　　　本発明の変形例を示した断面図である。
【符号の説明】
　　　　７　　　　　茎稈引起しケース
　　　　１１　　　　フレーム基体
　　　　１２Ａ　　　分草パイプ
　　　　１２Ｂ　　　分草パイプ
　　　　１２Ｃ　　　分草パイプ
　　　　１３　　　　中間分草パイプ
　　　　１８　　　　支持座
　　　　１８ａ　　　支持座の側壁上端面
　　　　１９　　　　取付板
　　　　２０　　　　締結具
　　　　２１　　　　規制体
　　　　２１ａ　　　規制体の下面
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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